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平成25年12月６日（金曜日）

午前10時１分開会

会議に付した案件

○参考人意見聴取

１．一般社団法人宮崎県薬剤師会の概要につ

いて

２．薬剤師会における防災に関する取組につ

いて

３．大規模災害時における医薬品備蓄のあり

方について

○概要説明

総務部

１．新・宮崎県地震減災計画について

２．南海トラフ巨大地震特別措置法について

３．支援物資集積所の想定とその運営方法に

ついて

４．各防災関係機関との具体的な連携状況に

ついて

○協議事項

１．提言について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（11人）

委 員 長 中 野 一 則

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 外 山 三 博

委 員 ・ 原 正 三

委 員 宮 原 義 久

委 員 黒 木 正 一

委 員 松 村 悟 郎

委 員 内 村 仁 子

委 員 髙 橋 透

委 員 井 上 紀代子

委 員 有 岡 浩 一

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

意見聴取のために出席した参考人

宮崎県薬剤師会
末 永 啓 二

副 会 長

宮崎県薬剤師会
河 野 俊 春

事 務 局 長

宮崎県薬剤師会
岩 﨑 恭 子

薬事情報センター等所長

説明のため出席した者

総務部

危機管理統括監 橋 本 憲次郎

危 機 管 理 局 長
大 坪 篤 史

兼危機管理課長

消 防 保 安 課 長 厚 山 善 光

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 日 髙 壮

政策調査課主査 黒 田 裕 司

○中野委員長 おはようございます。それでは、

ただいまから大規模災害・防災対策特別委員会

を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、まず、一般社団法人宮崎県薬剤師会

から医薬品の備蓄関係等についてお話をお伺い

したいと思います。

続いて、総務部から地震減災計画や南海トラ

フ特措法等についてお伺いしたいと思います。

その後、委員協議とさせていただきます。委

員協議については、本委員会における「提言に
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ついて」を中心に、「次回の委員会」についても

御協議いただきたいと思います。

このように取り進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 それでは、そのように決定いた

します。

では、これから薬剤師会様入室のため、暫時

休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

本日は、一般社団法人宮崎県薬剤師会から末

永副会長様、河野事務局長様、岩﨑所長様にお

いでいただきました。お忙しい中、わざわざお

越しくださいましてありがとうございます。

初めに、一言御挨拶を申し上げます。座った

まま恐縮です。

私は、宮崎県議会大規模災害・防災対策特別

委員会の委員長の中野でございます。

当委員会は、大規模災害・防災に関する所要

の調査活動を行うことを目的としております。

本日は、薬剤師会における防災の取り組みや

医薬品の備蓄のあり方などについてお伺いした

いと思います。本日はよろしくお願いいたしま

す。

時間もありませんので、委員の紹介はお配り

しております委員名簿でかえさせていただきま

す。

それでは、薬剤師会様より、よろしくお願い

いたします。全て座ったままで結構ですので、

よろしくお願いします。

○末永副会長 おはようございます。薬剤師会

の副会長をしております末永と申します。河野

事務局長と岩﨑所長でございます。よろしくお

願いいたします。

委員の先生方におかれましては、私どもの会

に対して、日ごろから御指導、御協力いただき

まして厚くお礼申し上げます。本来ならば、きょ

う会長の田代が参りまして御挨拶するところで

ありますけれども、あいにくの出張で不在でご

ざいますので、副会長の私のほうから御説明さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

それでは、御依頼の説明事項に入る前に、簡

単に本会の概要についてお話させていただきま

す。お手元資料、１ページをお願いいたします。

まず、本会の沿革、項目１のところにお示し

しておりますけれども、本会は、明治42年に12

名の会員で創立されております。既に100有余年

たっております。大正15年に法人化され、こと

しの４月から一般社団法人として新たなスター

トを切ったところであります。

会の目的を項目の２に、それから会の事業を

項目の３に、それぞれお示ししておりますけれ

ども、３の事業のところの下から２番目に、今

回のテーマであります災害時等の医薬品の確保

・供給に関する事業が記されております。

項目の４で、会員の状況ですけれども、現在

の会員数は、10月末で1,438名、約70％が薬局の

経営者や勤務者、そして14％が病院勤務者となっ

ております。調剤を行う保険薬局数は県下に523

カ所ございます。

項目５の組織につきましては、会長以下の役

員が計17名、それから常置の委員会が11、各地

域及び職域の薬剤師会が計９つとなっておりま

す。また、特定の業務を遂行するための附属施

設としまして、薬事情報センターほか、ごらん

の４施設が置かれておるところであります。

それでは、引き続き、説明事項の１番目とい

うことで、本会における防災の取り組みについ
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て御説明させていただきます。

「資料」の２ページをお願いいたします。

地震、津波等の大規模災害発生時におきまし

ては、本県の災害医療活動マニュアル、それか

ら本会の防災マニュアルに基づいて、ほかの医

師等の職種の方々と連携しながら、項目１の

（１）にお示ししました薬剤師としての救護活

動を行うこととしております。①の災害医療活

動としての調剤や服薬指導、②の被災地での医

薬品の供給、管理、③の避難所における被災者

への支援、そして、④にその他の公衆衛生活動

等を行うこととしております。

また、これらの活動を適正に行うために、（２）

のように、県の災害対策本部や医師会等との連

絡調整、それから私どもの会員の薬局等の施設

の被災・稼働状況の把握なども本会の重要な業

務と考えております。

次に、最近の活動事例といたしまして、記憶

に新しいところでありますが、新燃岳の噴火、

それから東日本大震災における活動状況につい

て述べさせていただきます。

まず、項目２の（１）の新燃岳の噴火につい

てでありますが、平成23年２月２日から毎日、

薬剤師１名を高原町の避難所に派遣しまして、

お薬相談等を行っております。また、本会の地

域薬剤師会であります小林えびの西諸薬剤師会

におきましては、避難所生活で必要とされる消

毒薬、風邪薬等の一般用医薬品の提供を行った

ところであります。

また、（２）の同年３月発生の東日本大震災に

おきましては、発生２週間後の３月25日から約

３カ月間にわたり、21名の本会の会員薬剤師を

石巻市など３市町村に派遣し、調剤、服薬指導、

医薬品の仕分け、管理、健康相談等に従事させ

たところであります。

このときの様子につきましては、おめくりい

ただいて、３ページの下のほうに写真をお示し

しております。４枚の写真の左上が気仙沼市、

右上が南三陸町、それから下の２枚が石巻市で

の状況を、本会の派遣されたボランティア薬剤

師がそれぞれ撮影したものであります。

当初は、医師、看護師が主となると思われて

いた現場で、薬剤師にどれだけのことができる

のかという疑問はいろいろとあったんですけれ

ども、カルテやお薬手帳など服薬記録が一切流

失してしまった状況の中で、被災によるけがだ

けではなく、糖尿病、高血圧といった従来から

の慢性疾患を抱える住民たちに、全国から集まっ

た薬剤師が詳細に過去の服薬歴等を聞き取って、

膨大な種類の備蓄医薬品とか援助医薬品の中か

ら適切な処方を医師にアドバイスし、患者に服

薬指導をするという風景が被災地で日常的に見

られ、私どもとしましても、薬剤師という職能

の重要性を改めて再認識した次第であります。

次に、同じページの項目３の（１）から（４）

に今後の取り組みや課題を上げさせていただき

ましたが、（１）の組織及び連携の強化というと

ころにおきまして、先ほど申し上げたとおり、

この４月に一般社団法人になりましたけれども、

これを機に「災害・危機管理ワーキンググルー

プ」を今、設置の準備を行ってるところであり

ます。今後、今までも暫定マニュアルはありま

すけれども、災害のマニュアルや課題の洗い出

しをこのワーキンググループで行っていきたい

と思っております。それから、今後、（４）のと

おり、防災訓練、これも近々の課題として実施

を検討していきたいというふうに思っておりま

す。

また、既に御承知かと思いますが、先月11月

の１日に、宮崎県と本会の間で「災害時におけ
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る医療救護活動に関する協定」を締結させてい

ただいたところであります。

最後に、大規模災害時における医薬品備蓄の

あり方についてであります。４ページをお願い

いたします。

現段階の備蓄状況としましては、項目１の１

から３にお示ししました県が行政として行う備

蓄医薬品を受託するという、そういう医薬品と、

それから項目４の私どもの傘下の薬局や会員薬

剤師が管理薬剤師を務める医薬品卸売各社が通

常業務の中で保有する在庫医薬品に大きく分か

れると思います。県からの受託事業におきまし

ては、既にこの委員会で執行部の説明はあって

ると思いますが、宮崎、都城、延岡の県内３カ

所にそれぞれ約1,000人分の備蓄が行われまし

て、本会の関係施設が維持管理に当たっている

ところであります。備蓄内容といたしましては、

医薬品だけではなく、医療機器や注射器等の衛

生材料、そういったものも含まれております。

そして、項目４の本会でのその他の備蓄とい

うことに関しましては、御承知のように、必ず

しも災害を念頭に置いたものではなく、また、

従来からの景気の動向等もありまして、通常の

必要量を約３日から14日程度の在庫にとどまっ

ております。

資料の最後に、県から受託した備蓄医薬品の

状況を写真でお示ししております。

以上、大規模災害を念頭に置いた本会の取り

組み、それから医薬品備蓄について御説明申し

上げましたが、今後とも本会の活動に対して御

理解と御指導をよろしくお願いいたします。

説明につきましては、以上でございます。

○中野委員長 ありがとうございました。

それでは、これまで御説明いただきました内

容につきまして、委員の方から何かお聞きした

いことがあれば出していただきたいと思います。

○宮原委員 済みません。きょうは、ありがと

うございます。災害時の活動状況というところ

で、新燃岳の噴火であったり、東日本大震災へ

派遣をしていただいてるんですが、これは薬剤

師会として、申し出て行かれたものなのか、やっ

ぱり要請があって行かれたものなのか。そこを

お聞かせください。

○末永副会長 新燃岳については、まず、最初

の報告書等を見ますと、避難所の保健師さんか

ら、お薬に関していろいろ悩みがあるので相談

に乗ってくれないかということを地元の薬剤師

の方が聞かれて、派遣をするということを決め

たようでございます。ちょっと今、手元にない

んですけど、３週間ほど。

それから、東日本大震災に関しましては、被

害の余りにも甚大さがもう全国に流れたわけで

すけれども、日本薬剤師会と協議しながら、やっ

ぱり最初は非常にボランティア的に行って、そ

して、その中で県薬剤師会として派遣の計画を

決めて順次派遣していったというようなことで、

上部組織の日本薬剤師会との連携の中で動いて

いったというふうに記憶しております。

○宮原委員 ありがとうございます。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○髙橋委員 新燃岳から被災者からの依頼と

おっしゃってますけど、費用関係はどうなさっ

てるんでしょうか。旅費とか、かかったと思う

んですが。

○末永副会長 新燃岳のほうは、地元のえびの

の薬剤師会が一応一般薬のですけれども、いわ

ゆる通常買えるようなお薬、そういったのを１

セット寄附したということで聞いております。

それから、東日本大震災については、日本薬

剤師会からの、何ていうんでしょうか、交付金
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というんですか、そういったものを一応いただ

いたりして活動しております。

○髙橋委員 ありがとうございます。大変な貢

献をいただいているようで助かります。

引き続き、お尋ねしますけど、３ページに、

今後の課題ということで訓練の実施ということ

でしょうけど、掲げていらっしゃいますが、通

常、もう今度、県も12月15日でしたですか、防

災訓練やりますけど、そういうところと連携さ

れて参加されてるのですか。市町村もやってま

すけど。

○末永副会長 まだ、会としてはっきりした形

の連携というのはないんですけど、例えば部分

的に会員の薬局が、例えば県立病院の職員であっ

たりとか、そういった中で薬剤師が個人的に参

加するとか、そういう形はあるんですが、薬剤

師会としてはっきりした形で訓練に参加すると

いう形はまだないように思います。

○岩﨑所長 少し補足をさせていただきますと、

昨年、県のほうで実施されましたテロ関係の防

災とか、そういうのには薬剤師会としては参加

を私どもはしているんですけれども、地域地域

に当たりましては、各地域の薬剤師が個人的な

ところで参加してます。地域ぐるみでまだ薬剤

師会として自主訓練に参加してるというところ

まで、まだ至ってはいないところでございます。

訓練の実施につきまして、私ども薬剤師会内の

いわゆる連携とか、実際に実地訓練をする必要

があるっていうことで、まだ、その計画を今か

らちょっと薬剤師会独自でもやりたいなという

ふうに考えているところでございます。地域で

の参加というのが明確に事業としてはまだ入っ

てないところでございます。

○髙橋委員 これからということで、いろいろ

とアドバイスいただくといいと思います。よろ

しくお願いいたします。

次に、備蓄関係ですけど、備蓄場所について

は、いわゆる大規模災害に耐え得る保管の機能

を有してるということで良いのでしょうか。備

蓄場所についてもう少し補足をお願いいたしま

す。

○末永副会長 県の医療薬務課の中で、薬剤師

会が３地区、受託して置いておりますけれども、

例えば宮崎地区の宮崎県薬剤師会の分業支援セ

ンターでは、ちょっと写真に出ておりますけれ

ども、棚とかが耐震的に補強されて、そして医

薬品がこぼれないようにチェーンがちょっと張

られてるのがおわかりだと思うんですけど、そ

れから医薬品って意外とアンプルとかそういっ

たもの割れやすいんですけど、これジュラルミ

ンのケースに入れられて保管されてるというこ

とです。

○岩﨑所長 この写真は、宮崎県薬剤師会本部

のほうの備蓄場所で、建物は３階部分に、薬剤

師会館の裏手にあります、私ども所属しており

ます情報センター医薬分業支援センターのほう

の３階のほうにございます。

耐震関係は、建物は通常の耐震の対応なんで

すけれども、この保管している場所につきまし

ては、この棚の固定、それからチェーンの設置

等は県の予算のほうで今年度、耐震対策という

ことでとっていただいておるところでございま

す。

以上でございます。

○髙橋委員 最後にします。１ページのほうで、

会員の状況で、無職っていう方が86名いらっしゃ

るじゃないですか。年齢的な部分もあるかもし

れませんが、それこそ専門的な知識と知見をお

持ちの方、薬剤師の方、大規模災害のときにこ

ういう方々もいろいろ御指導いただけると大変
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助かるがなと思ってちょっとお尋ねします。こ

の方々も実際に動ける方々っていうふうに私、

理解していいですか。

○末永副会長 年齢的なものもありますし、そ

れから、いろんな事情で今つかれてないってい

う方もいらっしゃるんですけど、薬剤師会の中

に、所長のほうであれしてるんですけど、無料

職業紹介所っていうのがございまして、そういっ

たところも活用しながら、看護師さんたちと同

じですけど、できるだけ仕事についていただく

ということがあるかと思います。

それから、これ無職の方といえども、やっぱ

り資格を、委員御指摘のように持ってらっしゃ

る方なので、これから検討するマニュアルの中

でこういった方々の活用とか、そういったこと

もうたい込みながら、実際の派遣とかするとき

は、そういった方々にも協力をいただく方針の

マニュアルを改定していきたいなというふうに

思っております。

○髙橋委員 ありがとうございます。よろしく

お願いします。

○中野委員長 いいですか。ほかにありません

か。

○井上委員 このたび御説明をいただいて本当

にありがとうございます。改めて薬剤師会の皆

さんが御協力をいろいろいただいてることに感

謝を申し上げたいというふうに思います。

ちょっと教えていただきたいことは、大規模

災害のときに、東日本大震災に気仙沼市も南三

陸町も石巻市にも行っていただいたということ

で、実際薬品があるところに薬剤師の皆さんが

行かれて、それで現実に現場でどういう薬が必

要であるっていうようなことも含めて、いろい

ろな分析もされて大規模災害時における医薬品

の備蓄のあり方っていうことについては、十分

な議論がされてるものと思いますが、現実

に1,000人分ずつという言い方で、それでできる

だけ慢性疾患の方たちにも対応ができるように

ということをおっしゃっておられるわけですが、

私どもが皆様方に期待する医薬品の備蓄の現状

ですよね。もうそんなに全種類置くわけにはい

かないでしょうし、いろんなことをお考えになっ

ての備蓄だと思うんですけど、大体どういう方

針で備蓄の医薬品というのを決めておられるの

か。そこを教えていただきたいと思います。

○末永副会長 今、県から受託しておりますの

が、医薬品としては73品目ございますけれども、

いろいろ執行部からも御説明があったと思うん

ですけど、初動対応で実際救命救急に当たる、72

時間とか言われてますけれども、それに必要な

医薬品っていうのは、人間を蘇生させるための

医薬品とか、けがに対応するための医薬品って

いうことになろうかと思うんですけれども、実

際私どもが東日本大震災21名派遣した段階では、

いわゆるＤＭＡＴとかが活躍するその場面の後

に、慢性的な疾患、そういったものがケアが必

要というような段階でしたので、むしろ血圧と

か糖尿病とか普段飲んでらっしゃるお薬、そう

いったものも今後、想定していく必要があろう

かと思うんですけど、そういった医薬品も一部

はありますけれども、やっぱりまず救命救急と

いうことで、今、受託してる部分についてはそ

ういう救命救急的な医薬品、例えば不整脈を起

きてる状態のときとめたりとか、それから呼吸

を確保したりとか、そういうような医薬品が確

かに多い感じはいたします。

ただ、実際に派遣されたボランティア薬剤師

が自分でやっぱり抱えていったり、それから各

地からやっぱり各県、被害を受けてない県から

供給された医薬品の中に、いろんな医薬品があ
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りまして、そういう慢性疾患の医薬品がかなり

大量にありまして、ただ、薬剤師とかドクター

も含めて苦労したところは、やっぱり先ほど申

し上げたように、服薬記録とかカルテとかが一

切なくなってるということで、報告書の中に

ちょっとあるんですけれども、赤い玉を飲んで

た、貧血だったっていうことで、それだけでフェ

ロ・グラデュメットっていうお薬があるんです

けれども、そういったものを想定してドクター

に提案したりとか、それから５ミリグラムの錠

を飲んでたけれども、実際に送られたのは2.5ミ

リグラムしかないので、これを２錠にしないと

いけないとか、そういう仕分けの部分で必要な

ので、そういった日常生活に必要なものという

薬剤については、備蓄医薬品にも必要ですけど

も、やっぱり全国から供給されるお薬っていう

のが、そういう役に立ってくるのかなというふ

うには思ってます。

それから、どれほどのあれがあるかわかりま

せんが、先ほど申し上げた備蓄の中で、私ども

の薬局が持ってる薬品、傘下に五百何カ所あり

ますけれども、そこが全部崩壊するわけではな

いので、そういった医薬品も必要に応じて、可

能であれば活用できる場合もあるし、それから

一般の医薬品も薬局にちゃんと存在すれば、ま

たそれも提供できたり、いろんな使い方、そこ

辺の知恵の振り方は、我々薬剤師のほうがまた

ひねっていかないといけないのかなっていうふ

うに考えてます。ちょっと多様な感じはします

けれども。

○井上委員 私どもが想定をしてる被害人数、

例えば南海トラフであったら何万人とか。これ

でいくと3,000人分の医薬品はあると。どういう

形であれ3,000人分はあると。それに自衛隊の医

療部隊の方がいらっしゃるので、その方たちが

来る。ほかのとこの医師団の皆さんも来られる。

そういういろいろなバックアップもありますけ

れども、現実に備蓄場所は３カ所ということに

ついて、薬剤師会の皆様からすると、宮崎県内

を想定、大規模災害が起こったときを想定した

場合に、備蓄の状況、この３カ所で十分である

というふうに言い切れるかどうかっていうのは、

なかなかちょっと難しい御判断だとは思います

けども、感想としてはいかがでしょうか。

私どもは、宮崎県内もちょっとこう幅広く、

沿岸部が非常に多いもんですから、400キロもあ

りますので、この３カ所で本当に大丈夫なんだ

ろうか。それと、県立の医師会、病院もありま

すので、そこの備蓄もあるということを想定し

た上でですけれども、やっぱり３カ所で十分、

これで大丈夫であるというふうに御判断をいた

だけるものなのでしょうか。

○末永副会長 確かに、委員おっしゃるように

なかなか難しい御質問かなと思います。実際に

南海トラフ、言われてますけど、推計値とかを

見たときに、これで十分だという量はなかなか

難しいのかなと思います。ただ、備蓄というこ

とになると、医薬品は期限がございますので、

これを例えば３年とか５年、生物製剤だったら

もっと短いんですけども、入れかえていかない

といけない。じゃその費用をどうするのかとか、

そこらあたりになると、民間団体である薬剤師

会として、じゃ足りない部分どうするのかとい

うときに、やっぱり県の方々と協議をさせてい

ただくっていうのが一つあるのかなと思います。

具体的にちょっと試算的なものは今お手元に

持ってきておりませんので、ちょっと申しわけ

ないんですけど、先ほど申し上げたように、やっ

ぱり委員もおっしゃったように、いろんな各方

面の自衛隊、それから拠点病院、それから場合
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によっては、傘下の薬局の通常使うお薬とか、

いろんなものを活用しながら使うべきなのかな

と思います。ただ、そのためにやっぱりそうい

うことを調整するコーディネーター的な方が、

今後やっぱり必要なのかなというふうには考え

ております。

○井上委員 今、その話をさせていただこうと

思ってたところなんですけれども、やっぱりそ

ういう宮崎県全体のそれをある程度わかってい

ただけるコーディネーターの方っていうのが、

本当に必要なのではないのかなっていうふうに

は思っているところです。全てのことを薬剤師

会の皆さんに負担をさせるということではなく、

私どももそれについてはやっぱり真剣に考えて

いかないといけないのかなっていうふうに思っ

ております。それで、宮崎市の丸島っていうと

ころは、こういうあたりだという想定がつくの

で、私も、ああ、あそこなら大丈夫と。じゃ、

都城市の祝吉だったら災害のときどうなのかと

か、すぐ運ぶことができるのかとか、延岡の大

瀬町だったらどうかとか、そういうことも含め

ていろんな意味で県とも連携を十分とっていた

だいて、私ども安心して薬剤師会の方にお任せ

したいという部分はたくさんありますので、今

後もお力添えをいただけたらというふうに思っ

ているところです。

意外や意外、逃げるときに、本当は慢性疾患

の人っていうのは薬を常備して持っとかないと

いけないのにもかかわらず、慢性病って不思議

なもので、薬を持っていないということを気が

ついた段階のときは、もう病気が発症しそうに

なるというか、そういうことがありますので、

また、いろんな意味で、危機意識が私どももま

だ足りないところもありますが、県と十分な連

携をとっていただいて、今後もお力添えをいた

だけたらというふうに思いますので、よろしく

お願いします。

○末永副会長 よろしくお願いします。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○外山委員 今のことと関連がありますが、県

からの受託事業、今、備蓄72品目やったですね。

この費用は県のほうが用意した費用で備蓄をさ

れておるわけですね。

○末永副会長 はい、そうです。

○外山委員 あと、期限が来た後の補充につい

ては、県とは具体的な話は、その費用をどうす

るかということはしておられるんですか。

○末永副会長 これは、県のほうで入れかえと

か、それについては予算を組んでいただいて、

管理は私どもでやってるんですけれども、期限

が切れた医薬品については入れかえをしていた

だいております。

○外山委員 その費用は県のほうで持ちますと。

○末永副会長 県の予算です。

○外山委員 わかりました。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○髙橋委員 この備蓄の関係で、私も議会で質

問したことがあるんですけど、九州各県で備蓄

しているから、それを緊急のときには、宮崎

で3,000人分で足らんときには、そこで運んで活

用する、それはわかるんだけど、私もやっぱり

費用が許せば、二次医療圏のブロックで備蓄し

たほうが安心なのかなちゅうことを思いとして

あるんですけど、なかなか遠慮なさっておっ

しゃってないかもしれないですが。それと私、

宮崎県内を、今の現状を認めた上であえて申し

上げれば、同じ1,000人分で良いか、これ疑問が

あるんですよね。宮崎っていうの40万、ここだ

けでいるじゃないですか。やっぱり大規模災害

があったときに、それだけの人口がいれば被害
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を受けた方も多いわけで、だから、私は都城と

か延岡と比べると、2,000人分ぐらいやっぱり備

蓄しとかないと、やっぱ安心は担保できないの

かなっていう、私の率直な意見です。

○末永副会長 確かに、４割強でしょうか、宮

崎市に集中してるわけなんですけれども、逆の

考え方しますと、宮崎に備蓄していたとき宮崎

が壊滅したときには、その医薬品は逆に使えな

いことになるっていうことで、やっぱり延岡、

都城にその医薬品があって、状況によるんでしょ

うけれども、宮崎にそれを持ってくるという考

え方にやっぱりなるのかなっていうのもちょっ

と考えております。やっぱり委員御指摘のよう

に、二次医療圏ごとにっていう考え方は非常に

合理的なのかなと思うんですけれども、また、

これは県との協議になるんですが、予算もあり

ますし。

ただ、一般用医薬品で済むような方も結構い

らっしゃるということで、一つ言えるのが、傘

下に五百何カ所、我々薬局持ってますので、こ

れが結構二次医療圏ごとにほぼ地区の薬剤師会

ございます。そういったものの活用も一つの考

え方なのかな。今度、新燃岳がやっぱりいい例

だったと思うんですけれども、だから、やっぱ

り薬局っていうのは、きちんとそういう形で各

地に存在していただくっていうのは大事なのか

なというふうには思っております。ちょっと答

えになったかどうか。

○髙橋委員 薬局の活用っていいますか、二次

医療圏ごとの数なんかもしっかりとわかるんで

しょうけど、私も知っとく必要があるなと思っ

て、今、副会長の話聞きながら考えておりまし

た。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○内村委員 済みません。お世話になります。

きょうは、お疲れさまです。

今、ここに東北での写真が掲載されてるんで

すが、やっぱり時期によって、その地域によっ

て必要な薬品がそれぞれ違ったと思うんですよ。

私どもは、まず自助のところで自分のところの

備蓄もちゃんとしとかないといけないんですが、

この中で気仙沼市とか南三陸町、大体地形と被

害は似たような箇所なんですけれども、どうい

う薬品が一番使われたかは、何かデータか何か

出てますでしょうか。

○末永副会長 今、報告書を全部をちょっと把

握できてるわけではないんですけども、やはり

参加した、ボランティアで行かれた方の報告書

を見てみますと、血圧とか循環器のお薬、それ

から風邪薬、それから湿布とかけがのお薬とか、

そういった軟膏類、塗る軟膏類、そういったも

のが必要だったということと、やっぱり数が限

られてて、一部問屋さんも動いていたらしいん

ですけど、欠配がやっぱり多かったとかいうよ

うなことも報告の中にあります。翌日になって

みないと、それが供給されるかどうかわからな

いっていう状況もあったというような報告書が

上がってきております。

○中野委員長 いいですか。

○内村委員 はい。

○中野委員長 ほかにありませんか。ないです

か。副委員長は。

○重松副委員長 ないです。

○中野委員長 ほかにないようでしたら、これ

で終わりたいと思います。

私から一言、お礼を申し上げたいと思います。

本日は、大変御多忙の中、出席いただきまし

て御説明をいただきました。まことにありがと

うごさいます。委員一同、本日、お聞きしたこ

とをこれからの委員会の中で十分に反映させて
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いきたいと、こう思っております。皆様方のこ

れからの御健勝、御活躍を御祈念を申し上げま

して、簡単ですが、お礼の言葉とさせていただ

きます。まことにありがとうございました。

入退室のため、暫時休憩いたします。

午前10時40分休憩

午前10時42分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

総務部においでいただきました。早速ですが、

概要説明をお願いいたします。

○橋本危機管理統括監 危機管理統括監の橋本

でございます。よろしくお願いいたします。

本日の説明事項でございますが、お手元、「特

別委員会資料」、目次ございますように、１点目

は、新・宮崎県地震減災計画について、２点目

は、南海トラフ巨大地震特別措置法について、

３点目は、支援物資集積所の想定とその運営方

法について、４点目は、各防災関係機関との具

体的な連携状況について御説明をさせていただ

きます。

詳細につきましては、危機管理局長から説明

させていただきますので、よろしくお願い申し

上げます。

私からは以上です。

○大坪危機管理局長 それでは、「委員会資料」

の１ページをごらんください。

まず、１点目、新・宮崎県地震減災計画につ

いてであります。

１の計画の基本的考え方ですけども、本県で

は、平成19年の３月に策定しました「地震減災

計画」につきまして、今回、新たに南海トラフ

巨大地震対策を追加する形で新計画を策定した

ところでございます。

（３）の計画の進行管理ですが、今後の国の

施策の状況等も踏まえながら、毎年度見直しを

行いまして、時点修正を行いながら更新すると

いうことにしております。さらに、実施主体を

自助、共助、公助、そして実施時期を５年程度

の短期、10年程度の中期、20年から30年程度の

長期に区分して整理しまして、諸対策の進行管

理を行っていきたいと考えております。

計画の対象となる地震の被害想定につきまし

ては、そこの表、中ほどの表のとおりでござい

ます。現計画で対象としてます日向灘地震、え

びの・小林地震、東南海・南海地震につきまし

ては、当然ながら引き続き対策を進めていくと

いうことになります。そして、今回は新たに右

側の南海トラフ巨大地震も対象として追加し、

内容を膨らませたものということで御理解いた

だければと存じます。

次に、下のほうの２の減災目標ですけども、10

月末に公表しました被害想定をもとに、建物の

耐震化と住民の早期避難を中心に対策を進めま

して、被害を大きく軽減すること。例えば、最

悪の場合、人的被害が３万5,000人から8,600人

というデータがございますんで、そういうもの

をまず目指すということ。そして、さらには、

その他避難場所の確保ですとか、避難訓練の実

施、広域連携の推進などいろんな対策に取り組

むことで、そこから、さらにできる限り被害の

軽減を図るということを目標にしているところ

でございます。

右側の２ページ、ごらんください。３の計画

の骨子ですけども、従来の計画どおり６つの柱

で構成をいたしました。この中でそれぞれの項

目について、従来から実施している対策を引き

続き進めますとともに、その表の中でアンダー

ラインを引いてる部分ですけども、その部分、

新たに追加した内容につきましても、順次取り
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組んでまいりたいと考えております。

１点目、まず、県民防災力の向上では、大規

模災害発生時には、特に住民の「自助」と「共

助」が重要になりますので、例えば「宮崎県防

災士ネットワークの活動支援」ですとか、「関係

機関、地域との連携強化」、そういうものに取り

組んでまいります。

それから、２点目の住宅・建築物の耐震化、

居住空間内の安全確保では、「建築物の耐震化」

ですとか、それから「家具類の転倒防止」など、

地震の強い揺れから身を守る対策を進めてまい

ります。

次に、外部空間における安全確保対策の充実

では、「地震・津波災害に強いまちづくり」とい

うものに、長期的な課題として検討を進めてま

いりたいと思います。さらに、「高速道路等の重

要インフラの整備」についても、防災の観点か

らも取り組んでまいります。

それから、４点目の津波対策の推進ですが、

まずは、住民の避難対策が重要ですので、早急

に「避難場所や避難路の確保」を図るとともに、

住民への啓発、訓練などを通して早期避難を促

進してまいります。

それから、５点目の被災者の救助・救命対策

では、「自衛隊等の救助関係機関との連携強化」

ですとか、「後方支援拠点を活用した防災訓練の

実施」、さらには「災害拠点病院の機能強化や広

域医療搬送体制の充実」、そして避難所等におけ

ます「保健衛生・防疫対策」、さらには「震災関

連死等の防止対策」など、多くの対策について

取り組んでまいります。

最後に、６点目の県、市町村の防災体制の充

実、広域連携体制の確立ですが、「業務継続計画、

ＢＣＰの推進」や「防災拠点庁舎の整備」、そう

いうもので県の防災体制の充実を図るとともに、

被災者への支援や「ボランティア関係機関との

連携」など、市町村における災害対応力の強化

を促進してまいります。さらには、大規模かつ

広範な災害が発生した場合に備えまして、「国や

九州各県、指定公共機関、企業や関係団体との

広域的な連携体制の強化」を図ってまいること

といたしております。

なお、詳細な内容につきましては、別冊とし

まして、本計画の冊子をお配りしておりますの

で、後ほどごらんいただければと存じます。

次に、「資料」の３ページ、ごらんください。

南海トラフ地震対策特別措置法についてであり

ます。

１のこれまでの経緯ですけども、本法律は、

本年６月に「東南海・南海地震に係る地震防災

対策の推進に関する特別措置法」、従来からあっ

てましたその法律の一部改正案として国会に提

出されまして、11月22日に参議院本会議で可決

され、成立をしたところでございます。

２の法律の概要ですけども、（１）の南海トラ

フ地震の発生により著しい災害が生じるおそれ

のある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地

域としまして、内閣総理大臣が指定をし、指定

をされた県や市町村は、それぞれの地域防災計

画に必要な事項を定めることとされております。

さらに、（２）ですが、その推進地域のうちに、

津波避難対策を特別に強化すべきところを特別

強化地域として指定をしまして、指定をされた

市町村は、津波避難対策緊急事業計画を作成し、

避難場所や避難路の整備に関する国庫補助など

の措置が受けられるようになっております。

３の今後の課題ですけども、それらの「推進

地域」ですとか「特別強化地域」の指定基準が

まだ明確になっておりません。そして、法に基

づく支援対策の具体的な内容につきましても、
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今後検討されるということでございますので、

今後の国の動向を注視しますとともに、さまざ

まな機会を捉えまして、本県内の対策がしっか

りと進められるように要望してまいりたいと考

えております。

次に、「資料」の４ページになります。支援物

資集積所の想定とその運営についてでございま

す。

まず、１点目の地域防災計画における物資搬

送の流れですが、本県の地域防災計画では、市

町村から物資の支援の要請があった際には、県

の備蓄品を提供しますほか、関係業者や他県か

らも調達をし、物流拠点を経由して市町村へ提

供することとしております。さらに、必要に応

じまして、政府所有米の調達、搬送も行うこと

としております。

なお、国のほうでは、東南海・南海地震の応

急対策活動としまして、現在、「広域物資拠点」

を設けておりまして、本県では宮崎市の「生目

の杜運動公園はんぴドーム」、それから延岡市の

「北川町総合運動公園」の２カ所が指定されて

おります。

２の今後の課題ですけども、南海トラフ巨大

地震におきましては、大量の物資搬送が必要と

なります。さらに、広範囲でかつ長期にわたる

物資の供給が必要になりますので、この物流拠

点の場所ですとか規模について、さらに検討す

る必要があると考えております。

さらには、物流拠点での大量の物資の仕分け

とか管理につきましては、専門性の高い人材、

そして仕分け等のための資機材が必要になりま

すので、例えばトラック協会ですとか倉庫協会

といった関係機関との協力が不可欠になるもの

と考えております。

このようなことから、下のほうになりますけ

ども、新たな物流体制の構築に向けまして、先

月、九州運輸局など関係機関との意見交換会を

スタートさせました。さらには、今回の総合防

災訓練でも関係機関と連携をしまして、物資の

搬送訓練を行うこととしております。

次に、「資料」の５ページをごらんください。

最後のテーマになりますが、各防災関係機関と

の具体的な連携状況についてでございます。

南海トラフ巨大地震等の大規模災害が発生し

た際には各防災機関同士の円滑な連携が不可欠

ですので、防災訓練の準備段階から関係構築に

努めるなど、実効性の確保に取り組んでおりま

す。

具体的には、（１）ですけども、関係機関との

広域的な連携推進を図るために、昨年８月に、

本県が幹事県となりまして「南海トラフ巨大地

震対策九州ブロック協議会」を設置いたしまし

た。この協議会は、九州各県はもとより、九州

管内の防災関係機関から構成されるものでして、

本年度も３回ほど全体会議を行う予定でござい

ます。さらには、総合防災訓練につきましても、

当協議会との共催で実施することとしておりま

す。

また、（２）ですけども、大規模災害の発生に

備えた本県の災害対策本部の体制強化も図って

おります。本県の災害対策本部は、この下のほ

うの図にありますように、災害対策の中核をな

す組織ですが、その活動を推進するために、右

のほうになりますが、総合対策部なるものを設

置しまして、各防災関係機関との連携調整等を

行っております。今回の訓練に当たりましても、

この総合対策部の班編成につきまして、従来の

６班体制から９班体制、さらに人員も60名か

ら120名に拡充をしました。そして、関係機関も

参加した図上訓練を４回ほど実施したところで
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ございます。

さらに、右の６ページの（３）ヘリコプター

運用調整会議の設置ですが、災害当初、情報収

集や人命救助にヘリコプターは不可欠でござい

ます。そして、多数の機関が所有してますので、

その安全かつ効率的な運航を確保する必要がご

ざいます。そのために、本年の３月ですが、こ

のヘリコプター運用調整会議を設置をしまして、

相互の連携強化に努めてきているところでござ

います。

今後とも、それぞれの防災関係機関との効果

的な連携を図るために平常時からの連絡調整を

含めまして、その強化に努めてまいりたいと考

えております。

説明は以上でございます。

○中野委員長 執行部の説明が終わりました。

何かそれぞれお聞きしたいことがあればしてい

ただきたいと思います。

○・原委員 今、一番最後の６ページですけど、

ヘリコプター、多数の防災機関が所有というこ

となんですが、内訳わかりますか。

○大坪危機管理局長 それぞれがそもそも何機

所有してるかということは承知してませんが、

今回の防災訓練では、各関係機関から合計で12

機参加するという予定でございます。

○蓬原委員 参加はわかるんですが、いざとい

うときにやっぱり何機あるのか。例えば、この

前、宮崎空港事務所との話もずっと以前の会議

でしたことある。あそこは水かぶるよねってい

う話で、飛べなくなるだろうと。現地に行きま

したけど、地下のいろんな、自家発電だとか、

対策はしてあって、現地で私が、じゃ復旧に何

日かかるんですかっていう質問をしたら、はっ

きりした、今から計画つくるんでわからないっ

ていうような答弁だったと思ってますが、やは

りこれは県内のどこにあって、どこがっていう

ことでやっとかないと、実際飛べない、飛ばな

い、どう飛ぶのかわからないわけですから、ぜ

ひそこのところ把握をお願いしたいと思ってい

ます。

○大坪危機管理局長 それでは、県内の各防災

機関が何機それぞれ所有してるかということは

調べまして、後ほど御報告をさせていただきま

す。

○中野委員長 今の、このことに関してないで

すかね。いいですか、私から。

○蓬原委員 いや、私もちょっと言いたかった。

言いましょうか。

○中野委員長 はい、どうぞ。

○・原委員 やっぱり戦争に例えるといろいろ

問題あるかもしれんけど、やっぱりそこにどう

いう資機材があって、どういう機動力があって

というのはちゃんとやっておかないと、構想は

できたけれども、実際はどれだけの戦力がある

のかっていう、体力っていうか、それはちゃん

とやっとかないと。

○橋本危機管理統括監 御指摘のとおりだと思

います。まず、南海トラフの巨大地震になりま

すと、率直に言って、もう県内の戦力だけでは

全く足りないという前提になると思います。我

々ですと、消防で防災ヘリ「あおぞら」１機、

それと県警ヘリが１機、あと海上保安庁が管区

としてどの程度かというところですけれども、

国土交通省でも九州で１機でございまして、あ

と海上保安庁が、鹿児島中心になりますけれど

も、今、御指摘の意味で言いますと、九州全体

でどのぐらい運航できるのかっていうのをしっ

かり把握する必要があると思っておりますし、

東日本の大震災の場合ですと、防災ヘリでも全

国から集まっております。例えば、うちの「あ



-14-

平成25年12月６日（金曜日）

おぞら」も岩手県のほうに派遣しておりますの

で、また、この南海トラフの巨大地震になりま

すと、大きなヘリ保有の戦力は自衛隊になるん

ですが、その自衛隊では、今のところ九州の対

応は西部方面総監のエリアで頑張らざるを得な

いのではないか。例えば、中国地方とかは四国

で、中部地方も被災するという状況になります

ので、そういう前提で今どのぐらいかっていう

のは精査して、また、改めて御報告をさせてい

ただきたいと思います。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○宮原委員 済みません。遠野市がたしか、物

すごく有効な後方支援ができたということで、

ヘリが結構たくさんとまれるスペースがあった

というふうにお伺いをしたんですよ。今回、県

内にも後方支援の拠点的な運動公園をそれに充

てられてますけど、当然そこは、運動公園なぜ

かっていうと、ヘリコプターの離着陸が複数機

できるというような話も聞いたんですが、ヘリ

コプターがとまるのはいいんですけど、燃料は、

当然そこには給油をせんにゃならんと思うんで

すけど、こういった後方支援拠点施設を指定を

しても、燃料あたりのそういった供給体制って

いうのまでやっぱり含めて、検討なり整備はも

うされてるっていうことでいいんでしょうか。

○橋本危機管理統括監 委員御指摘のように、

後方支援拠点の運用方法としてヘリの臨時ヘリ

ポートというのを想定をしております。その中

で大変大きな課題として、その給油体制をどう

するかというのがございます。実は、宮崎県内

にそもそも備蓄のタンクがない。現状でも鹿児

島のほうから燃料を持ってくるということにな

りますので、一応今、基本としましては、業者

と協定を結んで運んでいただくという方策を

探っているところでございます。

その中では、もう一つは、この前の図上訓練

とかでもそこをチャレンジしてるんですけれど

も、やはり新田原基地がいざというときに使わ

せていただけるかどうかというのも一つの選択

肢としてあろうかと思います。ただ、自衛隊で

使ってる燃料と普通の民間機が使ってる燃料が

必ずしも一緒ではないとか、そういう課題も出

ておりますし、その給油方法をどうするかとい

うところは、これから詰めていく必要がある課

題だと認識しております。

○宮原委員 今、言われたけど、多分空港はそ

うなったとき使えないんだろうってなったとき

に、新たにどこかつくるよりは、やっぱり僕は

もう新田原が一番いいんだろうと思いますよね。

やっぱりそういうところを使わせていただくよ

うに検討を早急にして、そして新たにつくるよ

りは、もうそこに運べばいいわけですから、そ

ういった支援を、例えば海岸端のところから運

ぶのはあれでしょうから、内陸部側から新田原

の基地をうまく利用してということで、多分そ

う、どうこうっていうのは要らないと思うんで

すけど、やっぱり調整はせにゃいかんでしょう

けど、機種によって燃料が違うということも含

めて、やっぱりもう何カ所もつくるよりも、そ

こにお願いをして協定を結ばれたほうがいいの

かなという気がしましたので、なるべく早くさ

れるようお願いをしたいと思います。

○橋本危機管理統括監 非常に宮崎空港が津波

に厳しい状況のもとで、我々県内での状況を見

ますと、新田原基地の果たす役割は大変大きい

と思っております。

一方で、自衛隊の方とも率直に議論させてい

ただいてる中では、あらかじめどうこうってい

う協定を結ぶと、かえってなかなか難しい面が

あるというふうな考え方もございまして、ただ、
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やはりいざというときは何でも頑張りますとい

うふうに、司令とかもおっしゃっていただいて

おりますが、それは、例えば総合防災訓練とか

で実際に、今後も新田原基地で参加していただ

きますが、そういう実績を積み重ねる中で、い

ざというときに使わせていただける環境づくり

を図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。

○宮原委員 よろしくお願いします。

○中野委員長 ほかにありませんか。さっきの

関連、（「いや」と呼ぶ者あり）別ですか。（「別

です」と呼ぶ者あり）そしたら、井上委員のほ

うが早かったです。

○井上委員 済みません。新・宮崎県の地震減

災計画をつくっていただいてありがとうござい

ます。そして、これもまた、毎年度見直しを行

うということなので、大変これを評価しつつ、

これからも適宜、適切に見直しのお願いをした

いっていうふうに思ってます。

実は、これは私ども、いつも議会のたびごと

に申し上げているのは、やっぱり市町村との連

携っていうのをうまくとらないと、なかなか減

災対策にならないのではないかということは、

各議員とも県議会は、そういうふうな考えで市

町村との連携っていうのを強く求めているわけ

です。

今回、私も、この宮崎県の地震減災計画をい

ただいて以降、ちょっと見せていただきました。

よくまとまっているし、よくそれを、そのこと

がある程度のところの数値目標まで出ていると

いう点では評価をしたいというふうに思ってい

るのですが、実は、私どもの委員会で高知県に

行かしていただいて、現実にあります高知県の

減災計画含めて、防災の計画を見せていただい

たんですが、私はそこで高知県のものを大変評

価するなら、やっぱり計画していることの具体

的な目標値をしっかりとあらわした上で、それ

がどうなのかっていうことが常時点検できるよ

うにしてあるという点で言えば、これを一々開

いて、ここがこれでって、どうやったかってい

うふうに見ないといけないのじゃなく、これを

こういうふうに評価される、きちんとされてる

という点では、こういうふうにしたほうがいい

のではないかなっていうふうに思うわけです。

実際、分母もはっきりしてて、市町村、これは

こういうふうにあって、目標値としてはこれな

んだけれども、いや、実際今できてるのはこれ

ですよっていうことがはっきりとあらわせるよ

うにしてあるわけですよ。

実際、この減災計画というのは、市町村にとっ

てもそうですが、宮崎県全体にとっても県民に

とっても大変大事な減災計画なので、そういう

具体性をもっと出せるようにはできないものか

どうか。そこをお聞かせいただきたい。

○大坪危機管理局長 この減災計画を作成する

に際しましては、市町村のほうともいろんな機

会を通して意見交換をしました。例えば、沿岸

の10の市町とは津波対策の協議会を設けてます。

本年ですと６月に延岡、10月には日南で、現地

視察等をしながらお互いの問題点等について協

議したところですが、そういったことを踏まえ

て策定をしたつもりでございます。

委員のおっしゃったその進行管理の話ですけ

ども、この冊子のほうの15ページをごらんいた

だけますでしょうか。ちょっとこんなふうにカ

ラーで横出しをしているものでございます。前

回の計画にはなかったんですが、今回はこんな

ふうに項目別に短期、中期、長期に実現するも

の、そして、公助、自助、共助別に何をしなく

ちゃならないかっていう一応項目立ての表は作
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成しました。したがいまして、今後このそれぞ

れの項目がどのように進捗するのか、進んでな

いとこはどこなのかといったような、そういう

詳細な進行管理というのはしっかりと進めてい

きたいと思います。

○井上委員 やはり私、何でもそうなんですけ

ど、計画があるということはわかっているけれ

ども、常に手元に置いて、常に手元でそこが

チェックができるっていうことが大事だと思っ

てるんですよね。市町村にしてみると、県がつ

くったものと、それから市町村なりにつくった

ものとがまたあると思うんですね。ただ、それ

が非常に一致をしつつ、具体的に県民の皆さん

や市民の皆さんのところに手だてとしてどう行

くかっていうことは、一回やっぱりチェックを

する必要っていうのがあると思うんですね。

チェックシート的っていうふうに言われてしま

うとあれなんですけれども、やっぱりそれが適

度に自分たちの中で見直しが常に可能であると。

県がしたから見直すんじゃなくて、市町村も

含めて、そういう意味でのお互いが共通的に

チェックができると、見直しができると。そう

いうものをやっぱり早急に、私もこれも見せて

いただきましたが、これだとまだ非常に大まか

な感じがして、これよりももっと市町村もチェッ

クがしやすいような、市町村は県任せでいいわ

けではないんですが、でも、確かに頼りにして

おられるのも事実なので、そこあたりを。

それと、各市町村ごとに違うのではなくて、

県と一体化してきちんとした指令系統ではない

んですけども、そういうシミュレーションは、

これ見たらわかるようなふうな減災計画書にし

ていただけることを具体的に望みたいと思いま

す。それを、じゃ今度はいつまでにやるのかっ

ていうことが問題なんですけれども、そのあた

りは市町村と丁寧に話していただいて、せっか

く私どもも高知県まで行きましたので、高知県

が全てだと言ってるわけではないんですね。こ

の方法も一つはありで、この方法もやっぱりせっ

かくなのでとるのがいいんじゃないかと。まず

は、分母がわからないと進捗したのかどうかっ

ていうチェックはどうしていくのかっていうの

が、ちょっとわかりにくいのではないかってい

うのが、今回読ませていただいて、そこを一番

感じた次第です。ですから、そこを具体的にやっ

ていただきたいんですけれども。

○大坪危機管理局長 やっぱり、さすがに高知

県は先進県でございます。いろんな対策も随分

進んでます。ですから、そういった高知県、視

察の高知県とも一緒に南海トラフ関係の９県知

事会というのを設けてまして、いろいろと情報

交換等もいたしてます。したがって、そんな先

進事例も参考にしながら、県内の市町村ともど

んなふうな進行管理をしていくかということの

話し合いを進めてまいりたいと考えております。

○井上委員 ちょっと蛇足のように見えて大事

なことで、ちょっとお話を聞いていただきたい

のは、実は私も自宅にペットを２匹飼っており

まして、それはもう人から見たら犬なんですけ

ど、私たちから見ると家族なんですよ。それで、

結局避難所に行く場所がないんですね。私ども

も家族で考えた末、大塚台の県営住宅か、なが

の屋さんっていうスーパーがあるんですけど、

あそこに逃げようっていうことを決めてるわけ

です。犬を持っていたら、避難所に多分行けな

いだろうと、それはいけないと。でも、家族だ

と手放せないっていう気持ちがするわけですね。

よく動物病院の先生方ともお話をさせていただ

くと、そのことによってもう逃げないっていう

方もいらっしゃるというふうに聞くと、ちょっ
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と胸が痛くなるような思いがして、それはどこ

に書いてあるのかっていうと、高知県は書いて

あるけど、こっちは書いてなかったりするわけ

ですよね。

確かに人間の命が先だろうって言われたら本

当にそのとおりなんで、じゃ牛やらあれはどう

するんだっていう話にもなっていくと思うんで

すが、少なからずそのことも入れて県民の命、

市民の命っていうことも含めて、ちょっと配慮

をいただけると、考えていただけるといいのか

なっていうのも一つありますので、そこも、も

う言いづらいところなんですけど、ちょっときょ

うは委員会なので言わせていただいたところで

すけど。

○橋本危機管理統括監 委員御指摘ありました

ように、ペットロスという言葉もありますけれ

ども、私も実際、岩手県お邪魔したときの避難

者を住宅に入られてるときに、避難所の後の避

難住宅、やはりそこではペットを飼えないとい

うことで、車の中でずっとお飼いになってる例

とか拝見して、大きな課題だと思いますし、や

はりそれによって精神的に、仮に縁が切れてし

まうと、心が沈んでくることによって別の病気

の原因になるっていうこともあると思います。

そういう観点から、先ほど局長申し上げました、

この計画自体は毎年、新たな知見とかを得て更

新していくという考えでおりますので、正直、

宮崎の減災対策っていうものが、やはり大規模

災害に対する備えっていうものは後進県だとい

う認識に立って、先進県の事例はしっかりと勉

強して、一歩ずつですけれども、できるところ

から更新する形で、よりよいものにし続ける努

力をしてまいりたいと思います。

○井上委員 これで最後なんですけども、実際

私どもが自主防災で、地域で避難訓練をしてみ

ると、ここが避難所と指定されているところよ

りも、地域からするとここが避難所であってほ

しいというところが実際はあるわけですよね。

そういうものを、じゃそれは市町村任せなのか。

それ具体的には、じゃどうしていくのかってい

う点がなかなか歯がゆいところがあるわけです。

私は、近隣で言えば、大塚台団地があって、大

塚台団地の中に県営住宅があるわけです。県営

住宅には、そこにはコミュニティセンターの中

に、一つ、小さい台所を持った集会所があるわ

けですね。そこはもう高台ですので、海抜53メ

ーターもあるので、みんな頭としてはそこに逃

げたいわけですよ。大量に押し寄せる可能性が

ある。大手のスーパーがある。いろんな空き地

があるっていうことになってくると、そこに大

量に逃げ込まれる可能性があるわけですね。そ

ういうことを考えたときに、県営住宅のそうい

うコミュニティーでつくっている集会所を市が

指定するとか、市がどうこうっていうことより

も、県の一つの管理をしている内容であるだけ

に、そこを充実させるとか、現実性のある避難

所づくりというのをどう地域でしていくかとい

うことが、市町村にそのことを提起ができない

と、なかなかどこどこ小学校に逃げてください、

どこどこ高校に逃げてくださいみたいな、そう

いう言い方だとなかなか具体性がないのではな

いかなというのがちょっと心配なんですよね。

ですから、はっきり言って県が持っているい

ろんな施設をもう一回見直していただいて、そ

こが避難所になり得るのか、なり得ないのかっ

ていうことも含めて、そことして少しプラスア

ルファすれば、そこが避難所になり得るという

ことがあれば、やっぱりそこにプラスアルファ

をしていくと。あそこに調理室がありさえすれ

ば避難所になるのになと私は思うんですけど、
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プラスアルファしていくということとかも非常

に具体的にやっぱり考えていっていただけると、

この減災計画というのが実効性のあるものにな

るのではないかというふうに思うのですが、い

かがなんでしょうか。

○大坪危機管理局長 今現在、やっぱり正直申

し上げて、初動の避難場所という意識でそれぞ

れ指定されてるのが現状でございます。ただ、

今回の南海トラフ巨大地震では、例えば１カ月

たっても最悪の場合、県内で三十数万人が避難

生活を送らなくちゃならないということで、避

難生活が長くなる。そういうものを前提にした

避難所のあり方とか、運営の仕方、そういった

ものを議論していくべきだと思います。したが

いまして、今、御指摘のあったような点も含め

て、市町村とも十分相談してまいりたいと思っ

ております。

○中野委員長 いいですか。（「いいです」と呼

ぶ者あり）よかったですか、もう。（「じゃ後で」

と呼ぶ者あり）

○外山委員 私、防災計画をずっと見ながらい

つも疑問に思ってきたのは、やっぱ防災計画で

あれば死者がいとも簡単に３万5,000人と。今度

は8,600、あそこ、ここ出てきておるわけですね。

計画であれば死者ゼロというのが本当の計画だ

ろうと思うんですね、死者ゼロ。極端に言った

ら、県民、自分の家族を考えたとき、家族にも

しものとき、もう誰も犠牲者を出さないために

どうしたらいいかというのを徹底すれば、ゼロ

に近い数字はできると。県民でも、いろんな防

災の逃げ方とか避難場所とか、いろいろな施設、

高齢者の施設等はどうやって対応するか。それ

を徹底すればゼロっていう計画はできると思う

んですね。

ただ、結果的には逃げる途中で心臓麻痺を起

こしたとか、眠っとってわからんかったとか、

そういう結果的には死者は出てくるだろうけど

も、そういうふうに考えていくと、いとも簡単

に数字が出ておるということは、みんな自分の

ことじゃないと思っておると思うんですね。こ

の死者の数っていうのはどういう考えでカウン

トしてあるんですか。

○大坪危機管理局長 先々月に被害想定を発表

した中で、この死者数についても入っておりま

した。大きくは地震の揺れに伴う死者、それか

ら津波、浸水による死者というものが数として

は大きかったです。地震の揺れに関しましては、

震度分布というのをその前に発表しましたので、

それぞれの地域ごとにどの程度の震度が発生す

るかというのはわかります。そこに、どのくら

いの人口があるということもわかります。そし

て、過去の大規模な災害でどの程度の割合で死

亡されたかということを勘案して、それぞれの

地域ごとにはじいてます。

一方、津波対策につきましては、住んでるエ

リアから指定されてる避難所まで何分程度で避

難できるかというのを全て調査をしました。そ

ういう中で、現状としましては早期に避難する

人の割合が20％ぐらいという設定をしたときに

何人ぐらい死亡するか。場合によっては、もっ

と早期避難率を高めて70％ぐらいにしたらどう

なるかということで、それぞれ地域ごとに計算

して合計した数字でございます。

ですから、例えば今申しました３万5,000人と

いいますのは、現状の建物の耐震化の状況、そ

れから避難場所の状況、そういったものを踏ま

えるとこの程度、３万5,000人ぐらいになってし

まうだろうと。ただし、今後、建物の耐震化と

いうのを、全体の９割まで高めるとか、あるい

は、さっき申しました早期避難を全体の70％の
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方がするという場合には、8,600人ぐらいまで軽

減できるという数字をお示ししたものでござい

ます。

したがいまして、さらにそれを進めて建物の

耐震化を100％にするとか、早期避難率も100％

にするということになれば、この数字というの

は限りなくゼロに近づくということになります

ので、そこまでの数字は出してませんけども、

一応8,600という数字が前回のシミュレーション

で出てますので、それからさらに軽減を図る努

力をしていくという表現に今回はしたところで

ございます。

○外山委員 地震の死者の予測、津波の死者の

予測、そこはどういう割合なんですか。地震は、

さっき言われたように過去のデータがあると思

うんですよ。津波は突発的に来て、逃げ方によっ

ちゃ相当軽減されていきますよね。

○大坪危機管理局長 先ほど３万5,000と8,600

という数字を御紹介しましたので、それに基づ

いて御説明をしますと、３万5,000人死亡すると

いう想定をした場合に、地震の建物倒壊による

死者というのが3,700でございます。それから、

家具の倒壊で死亡する方が、その中の190名とい

うことになります。それから、急傾斜地が崩壊

することによる死者が約50名、それから津波に

よる死者が約３万1,000名、それから火災による

死者が約90名ということで想定をしました。こ

れは過去のデータ等に沿って、一定の割合とい

うものを掛けて出した数字でございます。

それに対しまして、8,600まで低減できた場合

ということですけども、その場合は、建物倒壊

による死者が1,500、その中で家具の倒壊による

死者が内訳として100、それから急傾斜地の崩壊

は残念ながら50のままです。それから、津波の

ほうは7,000まで軽減できるという想定になって

おります。それから、火災は20ということでご

ざいます。

○外山委員 やっぱ今の説明聞きますと、津波

による被害、人的被害が非常に大きいというこ

とは、もう徹底して逃げる避難場所の確保、そ

れを徹底していけば、こっちはぐっと減ってい

くんじゃないですかね。そんな感じはしますけ

ど。どうでしょう。

○大坪危機管理局長 現在の8,600になるという

想定ですが、これは、現状の避難施設の状況を

前提としてます。ですから、さらに、おっしゃ

るとおり避難場所をもうちょっと細かく、きち

んと整備をするということ。そして、さらに早

期避難率を高めるということ、それによっては、

さらに7,000から、さらにその数字を減らすとい

うことは十分可能ですので、そういった対策と

いうのはしっかり進めていきたいと思います。

○外山委員 だから、私は、さっきファミリーっ

ていう言い方しましたけど、県全体、そして市

町村単位、集落、自治会単位、そしてしぼめて

いったら家族ね。そこで徹底的に逃げる、避難

場所に行く、それを事前に訓練っていうか、学

習しておけば、津波のほうは限りなくゼロに近

づくことは可能だと思うんですね。そういう点

をひとつ、また、これからの検討の中に置いて

いただいて検討をお願いしたいと思います。

以上です。

○中野委員長 ほかにありませんか。

○・原委員 その限りなく近づけるための措置

が、今度、法律ができて云々だと思うんですが、

この前、先進県、高知の話が出ましたけれども、

一番高い津波が来ると予測される黒潮町、そし

て、その後、高知県庁、これは議会のほうに行っ

て、執行部の担当の方のお話聞いたんでしたが、

黒潮町、２つの町が合併して１万ぐらいですか
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ね、小さな町でしたけれども、一般会計予算が80

億から90億、見ましたら、25年度から物すごく

突出してるんですね。これ、どういうことです

かって聞きましたら、もう既に役場庁舎の高台

移転だとか、いろんな計画があって、実際にも

う予算化して動いてるわけです。

県庁に行きましたら、県庁は、高知県の独自

の補助事業というのを既につくっておられて、

各市町村の支援をやっておられました。この財

源までは私もちょっと聞き漏らしたというか、

そこまでの時間はなかったんですけど、先進県

高知は、既に市町村がそうやって予算組んで、

一般会計の約３割、ぐらいの大きな予算組んで

具体的にやってるわけですね。この差というか、

我々宮崎県の場合は、特別強化地域等で、それ

今から計画をつくって、これからの話じゃない

ですか。この違い何なんですかね。

○大坪危機管理局長 これ、新法がようやくで

きました。これで日向灘を含めた地域が対象と

いうことでできたんですが、その前の法律は南

海地震までなんですね。東海地震と東南海地震

と南海地震までということで、四国地域までは

随分いろんな事業が手厚くされてるんですが、

残念ながら九州のほうはなかなか具体的には進

んでないという現状がございます。したがいま

して、それを今回、日向灘沖まで含めた新しい

法律が制定されましたので、今後、いろんな制

度事業を使いながら施策を進めてまいりたいと

考えております。

○・原委員 ということは、くくりとしては、

従来のその予測からして高知までは、旧法とい

う言い方はおかしいけれども、そういう適用に

なって補助事業の対象になってたから、今回そ

ういうことで今、予算措置ができたと。宮崎県

の場合は、その法律の適用外だったので、今度、

新法ができたことによって、高知県さんと同じ

ようなことがこれから推進できるというふうに

理解していいんですかね。

○大坪危機管理局長 若干、説明させていただ

きますと、旧法でも地域指定がなかったわけで

はございません。宮崎県内でも、例えば宮崎市

とか延岡市とか日南市、日向市沿岸の市町等は

指定がされてます。したがって、全く何も事業

がされなかったということではございません。

しかしながら、先ほど申しましたように、やっ

ぱり東南海、南海地震までがその対象になって

ましたんで、どうしてもその事業というものは

四国地域までに傾斜されてるというのが現状で

ございます。それが、今回、日向灘まで広がっ

た４連動も対象とするということになりました

ので、いろんな予算枠の確保を含めて努力して

まいりたいと考えております。

○・原委員 わかりました。

○中野委員長 ほか、ありませんか。ないです

か。ないようですね。

○・原委員 高知県庁でシミュレーションを見

せていただいたんですよ。実際に津波が来るシ

ミュレーションを見せていただきまして、これ、

どこでつくったんですかって聞きましたら、こ

れはコンサルがつくったということでしたけど、

ああいう映像を見せられると、非常にリアルに

津波がまちに押し寄せる状況っていうのわかっ

て、危機意識ですよね、危機感。危機感だと思

いますから、それによってかなり人命救助がで

きるんじゃないのという今お話もありましたけ

ど、そういう意味では、シミュレーションの映

像っていうのは非常に僕はいいなというふうに

も思ったんですが、それお金のかかることです

けれども、大事なことじゃないかなって感じた

んですけれども、本県はそういうシミュレーショ
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ン映像をつくろうという、また、つくってると

かいうことはないんですかね。

○大坪危機管理局長 たしか数年前だったと思

いますが、作成をしました。ただ、これは従前

の地震津波の想定でしたので、例えば日向の細

島港で５メートルの津波が来襲した場合にどん

な状況になるかっていうのを映像化してお示し

をして、いろいろ県内で防災意識の向上のため

の事業とかもやってますんで、そういうとこで

御紹介しているという経緯はございます。

○・原委員 聞きづらいこと聞きますけど、コ

ンサルに依頼っていうことなんですけど、地震

防災減災対策の何ていうか、体系っていうか、

報告書っていうか、これコンサルに恐らく高知

の場合もされたんだと思います。どういう津波

が来てという、いろんな専門的な知識も要るで

しょうから。本県の場合は、これは独自という

か、やっぱりコンサルに、そういう専門的なと

ころにも相談されてこういう計画をおつくりに

なってるわけでしょうか。

○大坪危機管理局長 ２年前ですか、専門業者

に委託をしまして、そして津波の浸水想定がど

うなるかということ。それと、地震の震度分布

がどうなるかということ。そして、３つ目は被

害想定がどうなるかということ。そして、それ

に対してどんな対策をすれば減災効果が発生す

るのかっていうこと。そういったことを一連の

事業として委託をしまして、このほどそれがで

き上がって、それを受けまして、それぞれの内

容をさらに専門家とも協議したりして発表した

ということでございます。

○・原委員 今、井上委員から回ってきたんで

すけど、高知県の計画、こういう厚みのやつで、

中身見ると、非常にカラー刷りでも刷ってあっ

たりしてますね。

以上です。

○中野委員長 ほかにありませんか。副委員長

は。

○重松副委員長 ないです。

○中野委員長 いいですかね。２点ほど。

旭化成が細島に、濃縮ウランの研究所のあれ

を保管してますよね。あれを今度は、そういう

南海トラフの関係で、今、地上で保管してるの

を、穴を掘って地下で管理するということであ

るようですが、ああいうのをする場合に、県と

日向市、それから旭化成ですかね、３者でいろ

いろと協定を結んでおる案件だというふうにも

聞いておりますが、そういうことをする場合に、

危機管理局にも事前にきちんと連絡があって、

何か対応するような仕組みにはなってるわけで

すかね。

○大坪危機管理局長 旭化成のウラン施設につ

いては、商工観光労働部のほうで所管をしてま

すが、私がその件について直接何か聞いたとい

うことはございません。

○中野委員長 今回の大きな津波を想定してそ

ういう施設をつくる。それが本当に10メートル

ぐらい掘って大丈夫なのかどうかということも、

液化現象、どうせ埋立地につくる、掘るわけで

すから、地上にあることのほうが危険だからそ

うなったと、計画をされるんだと思いますが、

来年から工事を始めて、27年にちゃんと移すと

いうか、管理終了するという話でしたが、これ

は来てないという、まだ聞かれていないという

ことですね。しかし、これなんか、危機管理局

の最たるもんじゃないかなという気がしてお聞

きしました。

それから、もう一点お聞きしたいのは、広域

連携体制の確立ということで、国や九州各県で

いろいろ広域連携の強化を図るということで、
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説明では、この南海トラフ巨大地震対策ブロッ

ク協議会の幹事県が本県であって、九州各県等

と連携構築を図ってるということですが、九州

各県でも何回となく協議をされておるわけです

わね。それと、であれば、九州各県が今回のこ

ういうことについて、どういう状態で進んでる

ということはちゃんと情報が入って、把握され

ておるわけですかね。

○大坪危機管理局長 九州ブロック協議会、ま

ずは全国協議会が設立されたんですが、昨年、

内閣府のほうから、地域ごとに、ブロックごと

に設置ができないかという話がございまして、

本県では、やっぱり九州の中で一番影響が大き

いということですので、知事とも相談をして幹

事県として積極的に参画していこうということ

にしました。そういう中で、本年度も実は２回

ほど、もう全体会議開きまして、それぞれの県

がどのような施策を打っているのかということ、

そして、どういうふうな問題意識を持っている

のかということ、そういったことについて率直

な意見交換をしたところでございます。

さらに、今回、総合防災訓練を12月15日に実

施しますが、これは県単独でするというのでは

なくて、宮崎市との共催、さらには九州ブロッ

ク協議会との共催という格好にしました。そこ

で、九州各県とも連携をしながら、いざ、この

南海トラフ地震が発災したときに、九州の中で

どうやって情報交換をするのかとか、対策のフォ

ローをするのかと、そういったこともあわせて

検討していきたいというふうに考えております。

○中野委員長 要するに後方支援ですよね。県

内でもいろいろと拠点施設を県もつくってとか、

いろいろ過去、説明されてきましたが、特に宮

崎県全体が大きな被害になる。隣の大分県も、

もうそれに劣らないような内容ということで、

この東九州が全面やられるわけですよね。そう

なったときに熊本県はどう対応されるようにお

聞きされておりますかね。

○大坪危機管理局長 実は、大分県が、今九州

知事会の会長県でして、万が一こういう大規模

な災害が発生した場合は、九州知事会の幹事県

が中心となって調整をするということになって

るんですが、残念ながら南海トラフの場合には

大分県も被災をします。それで、臨時的に熊本

県に、この南海トラフが発生した場合には幹事

県になっていただいて、九州内のいろんな対策

の調整をお願いをしようという話が現在進んで

いるところでございます。

○中野委員長 それで、熊本県がどういう対応

をするっていうことは、後方支援等で対応するっ

ていうことは、まだ具体的なものは入ってきて

ないわけですね。

○大坪危機管理局長 例えば、人的な支援をど

うするかとか、必要な物資をどんなふうに供給

するかといったようなこと、こういったことを

今後、九州内でいろいろと協議をしていくとい

うことになろうかと思いますが、現時点で具体

的に熊本県が何をするというところまでは策定

してございません。

○中野委員長 私が漏れ聞いているところでは、

鹿児島県も熊本県も県議同士、いろいろ交流し

てるんですが、熊本県は九州の非常に中央だと

いうことで、九州全体を後方支援するというこ

とで、大きな後方支援の施設をつくると、こう

いう話を聞いてるんですよね。そういうことを

進めておられるようでありますが、そういうの

は国が指導、ブロックとか云々って言われるん

ですから、国が指導されて熊本県にそういうの

をつくらせようとしているのか。それとも、熊

本県自身が単独でそうされてるということはわ
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からないんですが、そういう話というのはお聞

きになっていらっしゃいませんか。

○大坪危機管理局長 実は、ブロックごとの広

域的な防災拠点というものをぜひつくってくだ

さいという要望は、本県からもいたしてござい

ます。例えば、御視察されたかもしれませんけ

ど、東京ではお台場のほう、有明の森っていう

んですか、あそこに大規模な広域的な防災拠点

がございます。ああいったものをそれぞれブロッ

クごとにつくっていただいて、そこを中心に九

州なら九州での支援活動というものを進めてい

ただきたいという要望はしているところでござ

います。その結果、どうなってるかということ

はまだ聞いてないとこでございます。

○中野委員長 今回の南海トラフの地震ないし

津波というのは、宮崎県、大分県が一番被害が

大きくて、その次に鹿児島県ですよね。そして、

どの県にも少なからず影響があって被害が出る

わけですよね。それで、そのときの中央が熊本

県だということで、熊本県は九州一円を覆った

そういう後方支援をする一大基地をつくってや

ろうという計画をされているやに聞いてるんで

すよ。そして、さっきヘリコプターの基地が云

々くんぬんって言われたけれども、そのヘリコ

プターの基地も非常に自衛隊の西部方面総監部

もあそこにあるということ等もあるんでしょう

が、熊本県にそういう基地をつくって、九州各

県をだから後方支援をする基地をつくるという

話なんですよね。

そういうのは非常にありがたい話だけれども、

九州各県をそれするという話ですから、熊本県

だけが独自でそれされてるというふうには思っ

てなかったんだけれども、単なる熊本県が自発

的に九州各県を支援したいと思ってつくられる

とも思わないし、何かその辺の絡みがちょっと

わかりませんが、そういうことも九州は一つと

いう面から見ますと悪いことではないと思うん

ですよね。

だから、宮崎県は被害地に全部なって、新田

原の話もありましたし、さきに知事は宮崎空港

が使えないときには新田原もという、そういう

新聞報道もありましたよね。そこ辺もちゃんと

されてると思うんですが、それも使わにゃいか

んと思うんですが、九州全体でのヘリの話から

そう思い出して今、言ってる話ですが、やはり

熊本県のその辺のこともよく連携をとって、後

方支援のありがたい話ですけれども、その辺の

ことが道州制を目指したときの先手としての熊

本県の話なのかどうかわかりませんけれども、

よく把握をして、できたらその辺のことを我々

に、具体的に。本当であればお知らせを願いた

いとこう思いますんで。

○橋本危機管理統括監 正直そのような話って

いうのは、我々も承知してないとこでございま

して、例えば物資の輸送にしても、県内でも一

次集積所から二次集積所ということでどんどん

小分けしなきゃいけないという状況だと思いま

すが、そういう規模で九州に１カ所つくるのが

本当にいいのかどうかとかいう議論もあり得る

と思います。

もう一つ、我々から要望してる国の広域支援

拠点っていうのは、被災地に近いところにつくっ

ていただきたいというふうに思っております。

具体的にもう宮崎県内につくっていただきたい

というのが我々の思いでございます。ヘリコプ

ターは、運航時間が大体２時間ぐらいでござい

ますので、その２時間ごとに熊本まで行って燃

料を積んでまたっていうことですと、活動時間

が非常に限られますんで、その位置づけってい

うものをよく勉強してまいりたいと思いますし、
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ちょっと熊本県からもちょっと状況について情

報収集してまいりたいと思います。

○中野委員長 国が指導して、熊本県にそうい

うヘリの大基地をつくったり、いろいろな交信

する基地というか、そういう施設をつくるとい

うことであるかどうかも含めて、例えば、さっ

き、できたらこの現地でという話もありますか

ら、もし勝手につくるんであれば、しかも裏で

国が後押ししてるんであれば、それが我々宮崎

県としてそぐわなければ、きちんと言ってほし

いと思いますがね。そのこともお願いしておき

たいと思います。

ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ほかに質疑もございませんよう

ですので、以上で終わりたいと思います。執行

部の皆さん、大変御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時42分休憩

午前11時44分再開

○中野委員長 委員会を再開いたします。

委員協議に移ります。

協議事項（１）の「提言について」でありま

す。

県外調査が終了し、他県の状況等も調査でき

ましたので、これからは年度末の報告書の作成

に向けて、県当局や国に対し、どのような提言

や働きかけができるかを整理していかなければ

なりません。報告書にどのような提言を盛り込

むべきかについて、御協議いただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

前回と同様に、今までの活動の経過を事前に

お配りしております。

また、事前にお知らせしてますとおり、今ま

での活動を踏まえて、まずは、「自助・共助の取

り組み」「防災教育」「防災関係機関との連携強

化」の３点について、テーマを絞って協議をし

ていただきたいと思います。その後、テーマ以

外の事項について御協議をいただきたいと思い

ます。

まずは、自助・共助の取り組みについてです。

県南調査で伺った日南市での調査において、

食料などの物資の備蓄に関し、行政での取り組

みでは限界があるため、「各家庭での備蓄促進」

をお願いしているという話がありました。

また、県北調査で伺った大分県や高鍋町など

の調査において、地域での防災力を高めるため

には、「地域のリーダーとして防災士を活用した

自主防災組織の活性化」が必要との話がありま

した。

さらには、高知県や高知県黒潮町での調査に

おいて、地域みずからが話し合いを行い、「地域

における避難計画の策定」を進めているという

話もありました。

これらを踏まえて、各家庭や各地域での防災

に対する取り組みについて、どのような提言を

行うべきか、御協議をいただきたいと思います。

何か御意見等はございませんか。

○髙橋委員 委員長から、今、お話がありまし

た日南市に行ったときに、食料備蓄を家庭でも

している。私、それでちょっと思い出したのは、

先だって一ツ葉保育園に行きましたよね。保育

園は食料備蓄してました。やっぱああいうのが

避難所として想定されるところなんですよね。

いわゆる共助という意味で備蓄なんかをしてく

ださると大変助かると思ったんで、そういうと

ころの何かしっかり、提案っていいますか、お

願いできたらなという意見。

○中野委員長 共助という面ですね。
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○内村委員 自助ということで、それぞれの家

庭がやっぱり、とりあえず３日ぐらいは非常食

と水と医薬品、それだけはもうやっぱり原則、

原則ということは言い過ぎですけれども、私、

阪神・淡路大震災のときの受け入れ体制等、い

ろんなことしてきましたので、やっぱり自助と

いうことが一番で、２日、３日は何とか家族の

分は賄えるぐらいのことはやっぱりするべき

じゃないかな。私は自分でリュックサックに詰

めて、懐中電気の電池とか入れかえしながらし

てるんですが、やっぱりそれはもう、それぞれ

ができる範囲内のことをやっとくということは

大事なことじゃないかなと思います。

○中野委員長 共助、自助という。

○井上委員 きょうもちょっと、私が具体的に

私の地域のことで申しましたが、地域避難計画

の早期の策定ですよね。これは非常に具体的に

市町村含めて、やっぱり丁寧にやっていただく

ということが、そして周知っていうのを徹底す

るということが、だからこそ、何か自主防災組

織の活動の活性化とか、いろんなものが下に浸

透していくのではないかというふうに思います。

ですから、ただ、机の上だけのものじゃなく、

実態に合わないものになったら見直していくっ

ていうぐらいの力をやっぱり市町村にも持って

いただきたいので、ここを徹底してやっていた

だけるといいかな。

だから、例えば、先ほども申しましたが、県

営住宅の、そういうコミュニティセンターがあ

るところは、そこに備蓄が、先ほども出たよう

に備蓄できるぐらい、調理場がある程度使える

ぐらい、それぐらいのことをやっぱりやってい

くというぐらい、県の小さな末端の、何ていう

か、活用できる施設については、徹底的に見直

して活用していくというぐらいのことがあるべ

きではないのかなっていうふうに思います。そ

ういうことが具体的に文言化されるといいのか

なというふうには思っているとこです。

○中野委員長 どんどん出してください。自助、

共助。

○髙橋委員 今、井上委員もおっしゃいました

が、やっぱり減災は、この①、②でほぼ決まる

と思うんですね。だから、地域避難計画ってい

うのはもう、例えば私達は黒潮町に行きました。

あそこまでできるかどうか、ちょっと私も疑問

ありますけども、あそこがやっぱり理想だと思

うんですよ。避難カルテつくってますね。それ

で、やっぱり徹底すればするほど、減災ってい

うのは限りなくゼロになるっていうふうに思い

ました。

それとあと、防災教育は、これは大人の教育

もこれは含めて（「防災教育は」と呼ぶ者あり）

ごめんなさい。じゃ。

○中野委員長 まだ、次の段階で。また、発言

してください。自助、共助の、この①のところ

で。１つずつ進めますので。自助、共助の取り

組みについて、発言はございませんか。

○井上委員 委員長、ここ、まとめであるかも

しれないけど、黒潮町の避難カルテっていうの

は本当に現実性があってよかったですね。つく

るべきではないのかと思いますね。徹底、何も

かんも……。

○中野委員長 いろいろと県内外を調査したこ

とで、それぞれありましたが、この件はいいで

すかね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ただいまの髙橋委員、内村委員、

井上委員の御意見も参考にしながら、今後整理

していきたいと思います。いいですかね。

次に、防災教育のあり方について御協議をい
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ただきたいと思います。

岩手県釜石市では、群馬大学との連携のもと、

防災教育が継続して実施されており、そのおか

げで児童の命が助かった事例がありました。

また、子供に教育を徹底することにより、そ

の親や地域を巻き込んだ防災意識の向上につな

がっていました。

大分県佐伯市では、関係機関や地域が一緒に

なって、子供に防災教育を行う「防災キャンプ」

の取り組みも行われていました。

これらを踏まえて、防災教育に対する取り組

みについて、どのような提言を行うべきか、御

協議をいただきたいと思います。御意見はござ

いませんか。

○髙橋委員 ・原委員の先ほどの質疑の中でも

出てましたけど、シミュレーション映像ですね。

この防災教育、大人の教育も私、訓練と思うん

ですけど、やっぱり高知が、私があの映像見た

ときに思ったのは、実際にあの映像はほら、宮

崎市のビルとか地形をそのまま映し出したやつ

に津波が押し寄せてくる映像じゃないですか。

あれを見せられれば、やっぱり恐怖心っていう

のがしっかり認識されると思うんです。多分、

黒潮町なんかもそういうのを徹底して住民に啓

発をしていった経緯があって、何か説明会でも

参加者が６割とか７割とかおっしゃってました

よね。そういう意味では、そういったシミュレ

ーション映像、お金かかるかもしれませんけど、

できるだけ、いわゆる災害の恐ろしさをしっか

り地域住民に認識させる、そういう取り組みも

必要だなと、こう思っております。

○井上委員 委員長、関連してですけども、先

ほど委員長が何度も熊本県の例をとったりされ

ておりましたが、やっぱり今回、国の動きも含

めてですけども、南海トラフのことを宮崎県も

いかに危険であるかということを国のほうにも

ちゃんと言わないと、予算を獲得するっていう

ことができないと思うんですね。先ほど蓬原委

員が言われたように、やっぱり目で見るという

ことは大変な、一番大きな教育になると思うの

で、そういうことが可能になっていくような予

算措置をとってくるぐらいの気持ちでやってい

ただくように、プッシュできるような報告書で

あってほしいというふうに願っています。

○中野委員長 ほかにございませんか。ないで

すか。いいですか。ないですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ただいまの髙橋、井上両委員の

御意見も大いに参考にしながら、今後、整理し

ていきたいと思います。

次に、防災関係機関との連携強化について御

協議をいただきたいと思います。

陸上自衛隊の川﨑陸将補のお話や、県外調査

で伺った岩手県の調査において、災害が発生し

た場合に、応急活動により被害を軽減するため

には、「防災関係機関との情報共有化の徹底」や

「ヘリの運用などを含めた活動のルール化」が

重要ということがわかりました。

また、宮崎海上保安部の柳田部長のお話では、

「地域からの情報などを、自治体や防災関係機

関が情報共有できる仕組みづくりが必要」といっ

た御意見もいただきました。

このことを踏まえ、防災関係機関との連携強

化についてどのような提言を行うべきか、御協

議をいただきたいと思います。御意見はござい

ませんか。

○井上委員 繰り返しになって恐縮ですが、（「い

いんですよ、どうぞ」と呼ぶ者あり）３と４と

ちょっと関係はあるんですけど、市町村枠を超

えた広域的なハザードマップの作成っていうの
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とも関連性もあるんですが、先ほど申しました

ように、やっぱり減災計画っていうのは大変重

要で、だから、地域、市町村、県、防災関係機

関の情報伝達の仕組みをつくるということも含

めてそうですけど、それがスムーズにいくには、

やっぱりこの減災計画書っていうのが実効性の

あるものにならないといけないと思うんですよ。

ですから、先ほどちょっと数値目標等も含めて

言いましたが、お互いがそこが常に確認ができ

ていけるような、そういう計画書づくりってい

うのに努めていただきたい。県はやっぱそれを

市町村とともに、常に点検ができるような形を

していただきたいっていうふうに思うので、そ

のあたりのことを報告書の中には出していただ

けるといいなというふうに思ってるとこです。

○中野委員長 ほかにごさいませんか。

○内村委員 宮崎県には新田原があり、海上保

安庁があり、都城自衛隊、えびの自衛隊、そう

いう機関があるわけですから、そういうところ

は連携をぴしゃっとして、いざ何かあったとき

のその情報の共有化って、ここに書いてありま

すけども、そういうところとやっぱり緊密な連

携をとってしてほしいと思います。

○中野委員長 いいですか。ほかに。

○髙橋委員 書いてあるんだけど、６月21日の

調査の主な意見等です。やっぱ宮崎県の弱点は、

海岸沿いはいいと思うんですけど、常備消防が

やっぱり不十分ですよね。中山間地域はもう、

まだ今からですから、常備消防の全県整備促進

はやっぱしっかり提言で、我がこの委員会は言

うべきかなと。それと、もう一つは、さっき出

ましたけど、海上保安部ですね。これは個人的

に油津港湾の耐震化、ここしっかりしないと、

やるときに海上保安部が活躍できません。

○中野委員長 あそこをやられんようにしよう

でな。ほかにございませんか。いいですか。よ

かですな。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ただいまの井上委員、内村委員、

髙橋委員の御意見も参考にしながら、今後整理

していきたいと思います。

その他、今までの活動や、本日の委員会を踏

まえて、何か御意見はございませんか。

○・原委員 大分に行って、帰りに県内の高鍋

と、どこでしたかね、門川かな、回って、また、

自分たちでも県が発表した被害想定等の市町村

の反応等を見たときに、何か危機意識が宮崎県

は、また特に高知に行って比較して、あるいは

東北に行って実際被災したところを見たところ、

低いのではないかなと意識が。だから、市町村

の反応も、そういう防災計画が非常に進んでな

いようだし、県が何かしてくれないかなみたい

な話もあったりして、何かそういう意識の向上、

意識の醸成っていうのを全県にしっかりやらな

いと、これ、ここで計画するって、防災計画つ

くっても実行に即さないことになるんじゃない

かなという気がしてまして、危機意識の醸成を

いかに図るかということ大事じゃないかなって

いうことを総体的に感じたんですけど、どうな

んですかね。宮崎県の県民性っていうのもある

かもしれんけれども。

○中野委員長 ほかにないですか。ございませ

んか。

○髙橋委員 その他でです。（「その他、どうぞ」

と呼ぶ者あり）さっき外山委員もおっしゃった、

私も、もう前から気になってたんだけど、何ぼ

対策とってもこれだけ死ぬんだという、説明は

あっても、最後に、可能な限りゼロにするんだっ

ていう、そういう説明で終わらないと、ああ、

何ぼしてもやっぱりこれだけ死ぬというのわ
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かって、私は、実は対策でも前から思ってたん

だけど、もう何ぼ対策しても何割は死ぬとか、

何割までとどめるんだって、目標立てるの、あ

れもまたちょっと気に食わんので、やっぱりゼ

ロを目指す、そこはやっぱり行政側はやっぱり

言わないと、最後のところは。そういうところ

はやっぱしっかり結んでください。

○外山委員 おっしゃるとおりなんですね。今

の死者の数って過去の実態を見たときに、こう

いうことが想定されるんであって、これから先

のやっぱ防災計画は、あくまでもゼロを目指し

た防災計画を目指すべきだというので、ほかに

どこかにそれを。

○中野委員長 そうやな。佐伯市は５人まで押

さえちょったからな。誰と誰と誰って。そこま

でするというの、徹底しちょるからな、びっく

りしました。

ほかにありませんか。その他は大いにあると

思うんだけど、ないですか。

○宮原委員 いいですかね。いつもテーマ読ん

で、避難タワーの整備とか書いてあるんですけ

ど、やっぱり高知県も見て、避難タワーとかそ

ういったものを整備するに当たって、県が相当

な予算をやっぱり、後方支援をしますから、市

町村の持ち出しがないぐらいの状況でやってお

られましたけど、宮崎についてはなかなかそう

いう状況にはないようなんですが、やっぱり周

辺の市町村からすれば、どうも、いろいろ聞い

てみると高知県はどうなってるんだという情報

分析はされてるようなんですよ。そうすると、

県はそういった予算を出してくれないのかとい

うような雰囲気があるようですので、やっぱり

県としては、高知県ができるわけですから、やっ

ぱりなぜそれができるのかというのを分析をさ

れて、そして、やっぱり予算獲得、そして市町

村との連携っていうところに力を入れていただ

くようにお願いをしておきたいと。要望です。

○中野委員長 そのとおり。ほか、ありません

か。有岡委員が何かありそうな顔しちょるが。

これ、言わんと。まとめをせにゃいけんわけだ

から。

○有岡委員 ぜひ、やっぱり教育的視点からの

ハザードマップを恐らく配布して終わりという

ことを考えられるもんですから、ぜひ避難カル

テという勉強もさせてもらいましたし、映像の

シミュレーション、これもいいと思いますし、

この前、研修したピックアップ行動とか、グリッ

ドロック現象とか、垂直避難、こういった言葉

を聞いて、初めて我々は知ったわけですね。で

すから、こういった我々の段階でとまってしま

わずに、どうやってこういった東北の震災から

学ぶかというところにいってないもんですから、

そういう意味でのやっぱり県の取り組みとして、

市町村だけでは情報がとまってしまいそうな雰

囲気ですので、もっと積極的にこういう情報を

流すような仕掛けをする必要があるなとは思っ

てます。済みません。それだけです。

済みません、もう一点。（「はい、どうぞ」と

呼ぶ者あり）それと、先ほどの推進地域と特別

強化地域という指定基準が明確になってないっ

ていうことですから、これが早く明確に決まる

と動き出すと思うんですけど、これは国のほう

に早く、特別措置法の地域がどこかっていうの

がわかるとありがたいと思っております。

以上です。

○中野委員長 いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 そしたら、・原委員、髙橋委員、

外山委員、宮原委員、有岡委員の御意見も参考

にしながら、今後整理していきたいと思います。



-29-

平成25年12月６日（金曜日）

ほかにないようでしたら、今まで協議いただ

いた内容を含めて、報告書骨子案を作成し、次

回の委員会にお示ししたいと思います。

次に、次回の委員会についてです。協議事項

（３）の次回委員会につきましては、来年１月31

日金曜日を予定しております。

次回委員会で必要があれば、執行部からの説

明を求めるとともに、報告書骨子案について御

協議をいただきたいと思っております。

執行部からの説明等は次回が最後になります

が、次回委員会での執行部への説明・資料要求

について、何か御意見や要望はありませんか。

ないですか。

○有岡委員 失礼します。12月15日に避難訓練

をするんですけども、この成果と課題、そして

訓練のための訓練になってないかどうか、そう

いったこともぜひ１月の中で報告いただきたい

と思います。

○中野委員長 そうやな。ほかにないですか。

いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 ただいまの有岡委員の御意見を

参考にいたしまして、次回委員会の説明、資料

等を要求したいと存じますので、内容について

は、正副委員長に御一任いただいてもよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 これから先、あるときには私に

言ってきてください。そのことも含めて、それ

ではそのような形で準備をさせていただきます。

○井上委員 済みません。ちょっと今、有岡委

員のにプラスしてですけども、できたら、市町

村のハザードマップを県はどんなふうに受けと

めてて、例えば今度、減災計画を県が出して発

表するわけですけど、それに、呼応して市町村

で見直すようなところがあるのかないのか。そ

のあたりの報告をいただけるといいなと思うと

こですけど。

○中野委員長 井上委員のそういう意見も取り

入れて準備をさせていただきたいと思います。

最後になりますが、協議事項（４）の「その

他」でございますが、委員の皆様から何かござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○中野委員長 では、今後の日程について確認

いたします。

次回の委員会は、来年１月31日午前10時から

を予定いたしておりますので、よろしくお願い

いたします。

以上で、本日の委員会は閉会いたします。終

わります。

午後０時６分閉会


